
徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
中
「

名

称

位

置

」
を

「

名

称

位

置

徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

徳
島
市
南
末
広
町

」
に
、 「

徳
島
県
立
徳
島

徳
島
県
立
鳴
門

徳
島
県
立
阿
南

テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

徳
島
市
南
島
田
町
二
丁
目

テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

鳴
門
市
撫
養
町

テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

阿
南
市
桑
野
町

」
を
「

徳
島
県
立
南
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

阿
南
市
桑
野
町

」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
職
業
能
力
開
発
校
に
」
を
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
業
能
力
開
発
校
に
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

（
施
設
の
利
用
）

第
三
条

知
事
は
、
徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
業
務
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
多
目
的
ホ
ー
ル
（
以
下
「
多
目
的
ホ
ー
ル
」
と
い
う
。）

を
一
般
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
五
号

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
三
日
提
出

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

再
校
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２

知
事
は
、
徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
業
務
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
在
職
者
訓
練
棟
（
以
下
「
在
職
者
訓
練
棟
」
と
い
う
。）
を
職

業
訓
練
又
は
こ
れ
に
関
す
る
研
修
会
、
講
習
会
等
を
行
う
事
業
主
等
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
の
許
可
）

第
四
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
多
目
的
ホ
ー
ル
又
は
在
職
者
訓
練
棟
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
知
事
の
許
可
（
以
下
「
利
用
の
許
可
」
と
い
う
。）
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
利
用
の
許
可
の
制
限
）

第
五
条

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
利
用
の
許
可
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

公
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
善
良
な
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

集
団
的
に
又
は
常
習
的
に
暴
力
的
不
法
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
組
織
の
利
益
に
な
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

専
ら
販
売
を
目
的
と
し
た
活
動
を
行
う
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

四

そ
の
他
徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
利
用
の
許
可
の
取
消
し
等
）

第
六
条

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
利
用
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
多
目
的
ホ
ー
ル
若
し
く
は
在
職
者
訓
練
棟
の
利
用
の
中
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
理
由
が
生
じ
た
と
き
。

二

利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
が
利
用
の
許
可
に
付
し
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

三

利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
利
用
の
許
可
を
受
け
た
事
実
が
明
ら
か
と
な
つ
た
と
き
。

四

利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
が
こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

２

知
事
は
、
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
が
前
項
の
処
分
を
受
け
、
こ
れ
に
よ
つ
て
損
失
を
受
け
る
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
そ
の
補
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

（
使
用
料
）

第
七
条

利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
て
は
、
別
表
に
掲
げ
る
額
の
使
用
料
を
徴
収
す
る
。

２

知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

使
用
料
の
徴
収
の
時
期
及
び
方
法
そ
の
他
使
用
料
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
損
害
の
賠
償
）

第
八
条

利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
多
目
的
ホ
ー
ル
又
は
在
職
者
訓
練
棟
の
施
設
、
機
械
器
具
等
を
毀
損
し
、
又
は
亡
失
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
は
、
当
該
毀
損
又
は
亡
失
が
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
賠
償
責
任
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
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き
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表
（
第
七
条
関
係
）

区

分

単

位

金

額

多
目
的
ホ
ー
ル

午
前

一
○
、
六
八
○
円

午
後

一
四
、
二
四
○
円

在
職
者
訓
練
棟

午
前

六
○
○
円

午
後

八
○
○
円

備
考１

「
午
前
」
と
は
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
の
間
を
、「
午
後
」
と
は
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。

２

午
前
か
ら
午
後
ま
で
引
き
続
き
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
は
、
こ
の
表
の
区
分
に
応
じ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
料
の
額
を
加
え
て
得
た
額
と
す
る
。

３

多
目
的
ホ
ー
ル
の
床
面
積
の
二
分
の
一
を
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
は
、
こ
の
表
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
区
分
に
応
じ
た
使
用
料
の
額
及
び
同
項
の
規

定
を
適
用
し
て
算
出
さ
れ
た
使
用
料
の
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
の
表
の
改
正
規
定
（「

名

称

位

置

」
を

「

名

称

位

置

徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

徳
島
市
南
末
広
町

」
に
改

め
る
部
分
に
限
る
。）
及
び
次
項
の
規
定

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

二

第
三
条
の
改
正
規
定
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
六
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
附
則
の
次
に
別
表
を
加
え
る
改
正
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
月
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
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（
準
備
行
為
）

２

改
正
後
の
徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
基
づ
く
徳
島
県
立
南
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
に
係
る
平
成
二

十
五
年
度
の
訓
練
生
の
募
集
手
続
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
訓
練
生
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
に
在
学
す
る
訓
練

生
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
相
当
下
欄
に
掲
げ
る
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
訓
練
生
と
み
な
す
。

徳
島
県
立
徳
島
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

徳
島
県
立
阿
南
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

徳
島
県
立
南
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

提
案
理
由

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
の
充
実
強
化
を
図
る
た
め
、
徳
島
県
立
徳
島
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
及
び
徳
島
県
立
鳴
門
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
を
徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
に
統
合
す
る
と
と

も
に
、
中
小
企
業
等
に
対
す
る
産
業
人
材
育
成
支
援
を
推
進
す
る
た
め
の
支
援
拠
点
で
あ
る
徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
多
目
的
ホ
ー
ル
及
び
在
職
者
訓
練
棟
を
事
業
者
等
の
利
用

に
供
す
る
た
め
、
当
該
施
設
の
利
用
手
続
及
び
使
用
料
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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